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特許法条約批准に伴う米国特許法規則改正のポイント

河野特許事務所
所長・弁理士　河野　英仁

１．概　要

　2013年９月18日米国は特許法条約（Patent Law Treaty （PLT））を批准し、2013年12月18日
より施行することとなった。PLTは特許出願の申請及び処理に関連する形式手続を調和及び簡素
化するものである。

　PLTの批准に伴い、特許法条約実施法（Patent Law Treaties Implementation Act of 2012 
（PLTIA））により米国特許法及び米国特許法規則が改正された。

　主な改正点は以下のとおりである。
　特許出願の出願日認定要件の緩和、
　放棄された出願の復活及び遅延特許年金の条諾を通じた特許権の回復、及び、
　外国特許出願の優先権または仮出願の利益の回復

　施行日は2013年12月18日である。以下詳細を説明する。

２．出願日の認定要件とクレーム

⑴　出願日の認定要件
　PLT第５条⑴は以下のとおり規定している。

第 5条
　⑴［出願の要素］
　⒜　規則に別段の規定がある場合を除き、及び⑵から⑻の規定に従うことを条件として、締約
国は、出願日の目的のために、出願人の選択によって書面又は官庁が許容する別の手段により提
出された次の要素のすべてを官庁が受理した日を出願日と定める。
　ⅰ　出願であることの明示又は黙示の表示、
　ⅱ　出願人の同一性が確認できる又は官庁が出願人と連絡をとれる表示、
　ⅲ　明細書と外見上認められる部分。
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１．概　要

　USPTOは2013年２月13日、同年３月16日より施行される先願主義に関するガイドライン及び
最終規則を公表した。これらは昨年公表されたガイドライン案及び規則案に対するパブリックコ
メントを反映させた上で完成されたものである。主な変更点は以下のとおりである。

　ガイドライン案では、発明者による公衆への開示後～出願前に、第三者の中間開示または中間
出願があった場合、発明者による公開内容と、中間開示または中間出願の公開内容が完全同一で
あることが必要とされていた。最終規則では開示の仕方は別であっても良く、また一言一句一致
している必要も無いとされた。

　また、2013年３月16日より前にした日本出願に基づき、2013年３月16日以降に米国へ出願を行
う際に、追加事項が存在する際、クレーム内に2013年３月16日以降の有効出願日を有する場合の
み、陳述書を提出すれば良く、明細書のみに追加事項が存在する場合には陳述書を提出する必要
がなくなった。

　その他、WIPO公開公報は米国を指定していれば言語、米国への国内移行を問わず全て米国特
許法第102条⒜⑵における先行技術に該当すること、また102条⒜の販売（On sale）には守秘状
態での販売は含まないこと、及び、優先権主張を行う場合の認証謄本提出時期の例外について明
確化された。

　今回の最終規則の発表及び最終ガイドラインの発表により、2011年９月から約１年半にわたる
改正作業が完全に終了した。改正法、改正規則及びガイドラインに規定のない事項は今後の判例
を通じて解釈が明らかにされるであろう。
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　PLT第５条では明細書と外見上認められる部分が存在すれば出願日が認定される旨規定して
いる。このため、仮出願と同じくクレームが明細書に存在していなくとも、米国における出願日
を認めることとした。改正規則1.53は以下のとおり。

⑵　適用対象
　本規則は、再発行特許、意匠特許及び仮出願は適用されない。

⑶　補充命令と料金
　クレームが出願に含まれていない場合、補充命令がなされ、クレームを提出すると共に140ド
ルの追加料金を支払わなければならない。クレームを提出しない場合、出願は放棄される。補充
命令については規則1.53⒡に以下のとおり規定されている。

改正前

規則1.53　出願番号，出願日及び出願の完成
　⒝　出願要件−非仮出願
　本条に基づいて提出される特許出願の出
願日は，⒞に基づく仮出願又は⒟に基づく
継続手続出願を除き，35 U.S.C.第112条に
よって規定されている明細書であって，§
1.71による説明及び§1.75によるクレーム
の少なくとも１を含むもの，並びに§1.81
⒜によって要求される図面が特許商標庁に
提出された日である。・・・

改正後

規則1.53　出願番号，出願日及び出願の完成
　⒝　出願要件−非仮出願
　本条に基づいて提出される特許出願の出
願日は，意匠特許出願または本パラグラフ
⒞に基づく仮出願を除き，クレームの有無
にかかわらず明細書がUSPTOに受領され
た日である。・・・

改正前

規則1.53
　⒡　出願後の出願の完成−非仮出願（継
続手続出願又は再発行出願を含む）
　⑴　⒝又は⒟による出願日が与えられた
出願が出願基本手数料，調査手数料若しく
は審査手数料を含んでおらず，又は⒝によ
る出願日が与えられた出願が､1.63，､1.162
若しくは､1.175による，出願人の宣誓書若
しくは宣言書を含んでおらず，かつ，出願
人が通信宛先（§1.33⒜）を提供していた
場合は，出願人には，通知が行われ，か
つ，放棄を回避するために，⒝に基づく出

改正後

規則1.53
　⒡　出願後の出願の完成−非仮出願（継
続手続出願又は再発行出願を含む）
　⑴　⒝又は⒟による出願日が与えられた
出願が出願基本手数料，調査手数料若しく
は審査手数料を含んでおらず，又は⒝によ
る出願日が与えられた出願が少なくとも一
つのクレーム、または§1.63，§1.64,§1.162
若しくは､1.175による，出願人の宣誓書若
しくは宣言書を含んでおらず，かつ，出願
人が通信宛先（§1.33⒜）を提供していた場
合は，出願人には，通知が行われ，かつ，




